
※法務局における「自筆証書遺言の保管制度」を利用していた場合は、遺言書の検認は不要です。

7日
以内

■ 要必に時告申の税続相は書収領の等用費儀葬ご 
となりますので保管しておきます。

■ 。すまし出提へ場役村町区市てえ添を書断診亡死 
（日・祝でも受付可）
■ 死亡届提出時に埋葬許可書を申請します。
　（火葬する為に必要）

■ づ基に書言遺てしと則原、は合場るあが書言遺 
いて財産を分割します。

■ を議協割分で員全人続相、は合場い無が書言遺 
行います。

■ 寄取を本謄籍戸のでま亡死らか生出の人続相被 
せ相続人を確認します。

■ 相続人に未成年者がおり、特別代理人の選定が
必要な場合は家庭裁判所へ申立てます。

■ 、為るす断判を性要必の認承定限はたま棄放続相 
財産と負債の状況をおおまかに把握します。

■ れ入り借お、え加に産財のどな産動不や金貯預 
や、保証債務などについても確認します。

■ に家門専の等士理税でのすで雑複は法方の価評 
相談することをお勧めします。

■相続人全員で行います。
■ ）印実（印捺名署の員全人続相はに書議協割分産遺 
と印鑑証明書の添付が必要です。

■ 仮とたし続相で分続相定法は合場の立成不議協 
定して相続税の申告・納付を行います。

■ っ知をとこたし亡死が人続相被、は告申の税続相 
た日の翌日から10カ月以内に行います。

■ 税納・告申、に署務税轄所の地所住の人続相被 
します。

■延納・物納をする場合は申請が必要です。

相続の流れ

ご葬儀

四九日法要

相続放棄
限定承認
申述期限です

準確定申告
申告期限です

相続税の
申告・納付
申告期限です

遺言書の有無の確認

遺言書がある場合 遺言書が無い場合

公正証書遺言 自筆証書遺言

家庭裁判所で開封・検認※ 相続人の確認

相続財産・負債の概略  調査

相続財産・負債の調査

相続財産の評価

遺言書の内容で遺産分割

遺産分割協議

遺産分割

協議成立

相続税の計算・申告書  作成

ご相続の発生

市区町村役場へ死亡届の提出

3カ月
以内

4カ月
以内

10カ月
以内

上記の他に必要となる主な手続きは下記のとおりです。
詳細は役所等にお問い合わせください。 

事項 照会・届出先等 期限
厚生年金の停止 年金事務所、年金相談センター 10日以内

世帯主変更届の提出 市区町村役場 14日以内

国民健康保険証の返却 市区町村役場 14日以内

健康保険証の返却（後期高齢者医療被保険) 市区町村役場 14日以内

介護保険被保険者証の返却 市区町村役場 14日以内

国民年金の停止 年金事務所、年金相談センター 14日以内

死亡一時金の請求 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター 2年以内

亡くなった人が国民健康保険に加入していた
時の葬祭費の請求

市区町村役場 葬祭翌日以降2年以内

亡くなった人が国民健康保険以外の健康保険
に加入していた時の葬祭費の請求 勤務先の健康保険組合 葬祭翌日以降2年以内

印鑑登録証の返却 市区町村役場 速やかに

高額療養費の請求
国保：市区町村役場
後期高齢者医療制度：同上

 

国保以外：健保組合等
速やかに

健康保険証の返却（国民健康保険以外） 勤務先の事業主 速やかに

未支給年金の請求 年金事務所、年金相談センター 5年以内

遺族年金の請求（厚生年金） 年金事務所、年金相談センター 5年以内

寡婦年金の請求 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター

公共料金の引落口座の変更
契約者の変更：各事業者 
口座の変更：金融機関 速やかに

遺族年金の請求（基礎年金）

（参考） 
財産調査にあたり必要となる主な書類は下記のとおりです。 

　 資料 照会・確認先等

不

動

産

土地・建物の登記簿謄本（全部事項証明書） 法務局

固定資産評価証明書・名寄帳 市区町村役場

土地・建物の賃貸借契約書 自宅

公図・地積測量図 法務局

そ

の

他

預貯金の残高証明書（死亡日現在） ＪＡ・金融機関

有価証券の残高証明書（死亡日現在） 証券会社

出資金の残高証明書（死亡日現在） ＪＡ・信用金庫等

共済契約・保険契約権利の評価証明書（死亡日現在） ＪＡ・保険会社

借入金の残高証明書（死亡日現在） ＪＡ・金融機関

ゴルフ会員権証書 自宅

死亡日現在の生命共済・保険支払調書 ＪＡ・保険会社

生命共済・保険証券 自宅

退職金・弔慰金支払調書 勤務先

住民税・固定資産税納税通知書 自宅

医療費領収書 自宅

葬式費用の明細 自宅

預貯金の通帳 自宅

贈与契約書・贈与税申告書 自宅

過去の相続税申告書控え 自宅

相続放棄申述書 家庭裁判所

ご相続の発生後の主な手続き 

市区町村役場 葬祭翌日以降2年以内
亡くなった人が後期高齢者医療制度に加入
していた時の葬祭費の請求

 

市区町村役場
年金事務所、年金相談センター（死亡日が国民年金
第3号被保険者期間中の場合）

5年以内

5年以内


